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第２章　暗号資産と税務の取扱い

A5判・31W26L　本文リュウミンPro6N　【R】　14Q26H

法人税

　企業会計基準委員会により平成30年３月14日、実務対応報告第38

号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」

を公表した。これを受けて、平成31年度税制改正において仮想通貨

に関する法人税の課税関係が整備され、平成31年４月１日以降に終

了する事業年度から適用されている（平成31年改正法法附則12）。

　なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するた

めの資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第

28号）」の施行日である令和２年５月１日以降は、「仮想通貨」から「暗

号資産」に変更されている。

　また、法人税法上は、暗号資産は短期売買商品等に該当し、該当す

る暗号資産は次のとおりである。

１　短期売買商品等の範囲

　短期売買商品等とは、法人が取得した金・銀・白金その他の資産（有

価証券を除く。）のうち、市場における短期的な価格の変動を利用し

て利益を得る目的で、その取引に専ら従事する者がその取得の取引を

行ったもの（専担者売買商品）および資金決済に関する法律第２条第

５項に規定する暗号資産などをいう（法法61、法令118の４、法法規

26の７）。

２　短期売買商品等に該当する暗号資産

　① 　物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける

場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用す

ることができ、かつ、不特定の者を相手方として購入および売却

を行うことができる財産的価値※であって、電子情報処理組織を

用いて移転することができるもの
※ 　電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨および外国通貨並びに通貨建て資産を除く。

　② 　不特定の者を相手方として上記①に掲げるものと相互に交換を

行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用い

て移転することができるもの

３　暗号資産の譲渡損益の計上時期

　法人が暗号資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る契約をした日※

の属する事業年度において、譲渡対価の額から譲渡原価の額を減算し

た金額を益金の額または損金の額に算入することになる（法法61①、

法令118の６）。
※ 　譲渡が剰余金の配当その他の一定の事由によるものである場合には、その剰
余金の配当の効力が生ずる日等一定の日とされている（法規26の９）。
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算ソフトウェアが暗号資産取引をもれなく集計しているかどうかを確

認することができる。

３　調査の実態と対策

⑴　税理士として知っておきたい暗号資産取引と調査の状況

①　暗号資産とは
　暗号資産とは、不特定の者に対して代金の支払い等に使用でき、か

つ、法定通貨と相互に交換できる「財産的価値」で、インターネット

を通じて移転できるものをいう。法定通貨又は法定通貨建ての資産（プ

リペイドカード等）は含まれない（資金決済法第２条第５項第１号）。

典型的には、ビットコインに代表される「仮想通貨」（後述）がこれ

にあたる。

　また、このような暗号資産と相互に交換ができる財産的価値で、イ

ンターネットを通じて移転するものも暗号資産とされている（資金決

済法第２条第５項第２号）。NFT（後述）取引は暗号資産を通じて行

われることが多いので、一般にこれにあたることになる。

②　暗号資産の取引の仕組みの概要
（i）交換所

　暗号資産の入手・換金は、「交換所」と呼ばれる事業者（暗号資産

交換業者）を通じて行う。

　暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行

うことができる。金融庁は登録している31の事業者（2022年12月現在）

の名称等をホームページ上で公表している。なお、金融庁は無登録で

暗号資産交換業を行っていることをこれまでに把握した外国事業者の

名称等についてもホームページ上で公表している。
（注） 金 融 庁 ホ ー ム ペ ー ジ　https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/

kasoutsuka_mutouroku.pdf

（ii）取引類型と口座数・取引額

　暗号資産取引には、暗号資産現物取引と暗号資産証拠金取引（差金

決済）がある。暗号資産証拠金取引とは、暗号資産現物の受渡しを行

わず、事前に取引金額の一部を証拠金として取引所に預託したうえで

暗号資産の売買を行う取引である（暗号資産関連デリバティブ取引）。

暗号資産関連デリバティブ取引は、令和３年分から支払調書の対象と

なっている。
（注） 一般社団法人　日本仮想通貨交換業協会によると、わが国で提供されてい

る暗号資産（仮想通貨）関連デリバティブ取引は、ほぼすべて外国為替証
拠金取引（FX）に類似した形態の取引となっている（2019年現在）。

・口座数　2022年３月現在、国内取引所に設定された口座数は330万

口座。うち証拠金口座は42万口座あまりとなっている。

・暗号資産取引状況

　2021年度（2021年４月～ 2022年３月）において、取引金額は現物

取引が28兆円、証拠金取引が37兆円あまりとなっている。

稼働口座数 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月
現物 個人 1,264,068 1,473,180 1,998,981 2,943,549

法人 6,211 7,690 9,699 17,515
証拠金 個人 521,272 541,946 547,585 415,644

法人 3,183 2,803 2,626 924
合計 1,794,734 2,025,619 2,558,891 3,377,632

（出所）（一社）日本暗号資産取引業協会資料より作成


